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株主各位

証券コード　3032

2025年６月12日

株 主 各 位
埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目３番１号

株 式 会 社 　 ゴ ル フ ・ ド ゥ
代表取締役社長 佐 久 間 功

【当社ウェブサイト】　https://www.golfdo.co.jp/ir/meeting/

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】　https://d.sokai.jp/3032/teiji/

第38期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社は第38期定時株主総会を下記のとおり開催いたします

ので、ご通知申し上げます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提

供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各

ウェブサイトに掲載しておりますので、どちらかのウェブサイトにアクセスのう

え、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「第38期 定時株主総会」を選択し

て、ご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）又はインターネットによって

議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討

のうえ、2025年６月26日（木曜日）午後５時までに議決権を行使してくださいま

すようお願い申し上げます。
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１．日 時 2025年６月27日（金曜日）午前10時
（受付開始：午前９時30分）

２．場 所 埼玉県さいたま市中央区新都心三丁目２番
ザ マーク グランド ホテル
４Ｆ　ＴＨＥ ＭＡＲＫ ＲＯＯＭ（ザ・マークルーム）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第38期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

　　事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査
　　等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第38期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）
　　計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の配当の件
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

［書面（郵送）による議決権行使の場合］

　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限まで

に到着するようご返送ください。

［インターネットによる議決権行使の場合］

　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.net-vote.com/）にアクセ

スしていただき、本招集ご通知と併せてお送りする議決権行使書用紙に表示され

た「ログインＩＤ」及び「パスワード」をご入力のうえ、画面の案内にしたがっ

て、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。

　なお、スマートフォンをご利用いただいた議決権行使も可能です。

　インターネットによる議決権行使の詳細につきましては、本招集ご通知４～５

頁をご確認くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記
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４. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議

案に対する賛否の表示が無い場合は、賛成の表示があったものとして取り
扱わせていただきます。

(2) 書面（郵送）とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合
は、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取り扱わせてい
ただきます。

(3) インターネットにより、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後
に行使されたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

以　上

※　当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申し上げます。また、本招集ご通知をご持参くださいます
ようお願い申し上げます。

※　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、１頁に記載のインターネット上の
当社ウェブサイト及び株主総会資料掲載ウェブサイトにおいて、その旨、修正
前及び修正後の事項を掲載いたします。

※　本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供
措置事項を記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のう
ち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請
求をいただいた株主様に対してお送りする書面には記載しておりません。

　したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書
類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際
して監査をした対象書類の一部であります。

  ・事業報告　　　新株予約権等の状況、業務の適正を確保するための体制
　・連結計算書類　連結注記表
　・計算書類　　　個別注記表
※　本総会の決議結果につきましては、決議通知のご送付に代えて、インターネ

ット上の当社ウェブサイト（https://www.golfdo.co.jp/）に掲載させていた
だきます。

※　本総会は、ご出席いただいた株主様への「お土産」はございません。何卒ご
理解賜りますようお願い申し上げます。
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内

議決権の

重複行使の

取り扱い

１
　

書面(郵送)とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合
は、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取り扱わせてい
ただきます。

２
　

インターネットにより、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後
に行使されたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

　

株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。議決権を行使いただ

きますようお願い申し上げます。

議決権の行使には以下の３つの方法がございます。

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時 2025年６月27日（金曜日）午前10時

開催場所
埼玉県さいたま市中央区新都心三丁目２番
ザ マーク グランド ホテル　４Ｆ　ザ・マークルーム

議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご記入いただき、

お早めにご投函ください。

行使期限 2025年６月26日（木曜日）午後５時到着分まで

パソコンまたはスマートフォンから議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

スマートフォンをご利用の場合は、ＱＲコードにより直接議決権の行使が可能です。

行使期限 2025年６月26日（木曜日）午後５時まで

株主総会にご出席いただく場合

書面（郵送）で議決権を行使いただく場合

インターネットで議決権を行使いただく場合

1

2

3

詳細は、次頁を
ご参照ください。

※議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は株主様のご負担となります。

※株主様のインターネット利用環境等によっては、ご利用いただけない場合があります。

※ＱＲコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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スマートフォンからの場合

※一部の携帯電話（フィーチャーフォン等）ではご利用いただけませんのでご了承ください。

1 1

2

32

議決権行使書用紙右下に記載のＱＲコード

を読み取ることで、簡単に議決権行使がで

きます。

議決権行使ウェブサイト

トップ画面

ログイン画面

議決権行使書用紙に記載のログインＩＤ、パスワードを

ご入力し、「ログイン」を選択してください。

https://www.net-vote.com/

にアクセスしてください。

以降は画面の案内にし

たがって賛否をご入力

ください。

ご注意

議決権行使後に行使内容を変

更する場合は、お手数ですが

パソコン向けサイトへアクセ

スし、議決権行使書用紙に記

載の「ログインＩＤ」「パス

ワード」を入力いただきログ

イン、再度議決権行使をお願

いいたします。

議決権行使サイト

＜ホーム＞

○○○○株式会社

第00期定時株主総会

開催日 : 20○○年○月○日

株主番号 : 123456789

株主名 : 　○○　○○

議決権数 : 100個

　1.会社提案に対し全て賛成

　2.議案に対して個別に賛否を投票

◆株主総会に関する資料を確認

※議決権行使について

ご投票は、投票締切日時までに、投票受付を完了

したものが有効となります。

インターネットと書面の両方で投票された場合、

到着日が新しいご投票を優先いたします。

但し、同日にご投票された場合はインターネット

からのご投票を優先いたします。

※ご投票状況

 : まだご投票いただいておりません。

※投票締切日時

 : 20○○年○月○日　17時00分

Copyright（C） 2018 IR Japan.All Rights Reserved.

パソコンからの場合

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

株式会社アイ・アール ジャパン
証券代行業務部

●電話（専用ダイヤル）

〔受付時間〕午前９時 ～ 午後５時（土・日・祝日を除く）

0120-975-960（通話料無料）

株式会社○○○○

株式会社○○○○

見 本

QRコードを

読み込み

見 本

インターネットによる議決権行使方法について

※議決権行使書用紙に記載されているログインＩＤは、本株主総会に限り有効です。

※パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。大切にお取り扱いください。

※パスワードの再発行をご希望の場合は、上記専用ダイヤルまでご連絡ください。
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当事業年度の事業の状況

（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

事　 業　 報　 告

Ⅰ. 企業集団の現況

１. 当事業年度の事業の状況

(1) 事業の経過及びその成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、政策金利が利上げされ、金利の

ある世界への転換を進めておりますが、止まる所を知らない物価上昇が家

計を圧迫するとともに、力強さに欠ける個人消費を演出しております。ま

た、解消されない人手不足が、経済成長の足かせとなっております。一方

で円安を背景とした旺盛な訪日外国人消費や過去最高となった輸出によ

り、経済は緩やかながらも回復へ向かっているものと思われます。海外に

おいては、米国の関税政策が世界経済を揺るがすとともに、米国経済にも

景気の減速懸念が強まってきております。加えて中国経済の停滞、各地の

地政学的緊張等により、世界経済は混迷を深めているものと思われます。

　リユース市場においては、物価上昇に対する生活防衛消費やブランド品

を中心とした旺盛な外国人消費が目立っておりますが、その裏ではジャン

ルを問わず買取り争奪戦が繰り広げられております。また、異業種からの

新規参入や成長戦略に伴ったＭ＆Ａ等もあり、市場は力強い拡大が続いて

いるものと推測されます。

　ゴルフ用品市場においては、気候と新製品の影響が目立った１年となり

ました。気候においては、夏から秋は全国的な過去最高気温又はそれに匹

敵する高温に台風、大雨があり、秋は気温の変化が激しいことからベスト

シーズンが短く、冬は気温の低下と降雪地域における雪の多さにより、特

に実店舗への影響が大きかったものと推測されます。新製品においては、

特に２月の海外メーカー３社の新製品同日発売が話題となり、市場の底上

げにもつながったものと推測されます。なお、株式会社矢野経済研究所

「ＹＰＳゴルフデータ」によりますと、2024年度（2024年４月～2025年３

月）の新品クラブ及びボール等用品類のカテゴリー合計前年比は、販売数

量ベース98.0％、金額ベース100.8％となっており、値上げ等で単価上昇

が進んでいることが窺えます。
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　ゴルフ場及び練習場においては、経済産業省「特定サービス産業動態統

計調査」（https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tokusabido/

result-2.html）を基に算出した2024年４月～12月のゴルフ場・ゴルフ練

習場の利用者数前期比は、それぞれ98.3％・96.5％で、前期を下回ったよ

うです。（経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」は、2024年12月

の調査をもって終了しております。）

ま た 、 総 務 省 統 計 局 「 サ ー ビ ス 産 業 動 態 統 計 調 査 結 果 」

（https://www.stat.go.jp/data/mbss/index.html）を基に算出した2025

年１月～３月のゴルフ場・練習場の売上前年同月比は、それぞれ１月

100.5％・91.7％、２月91.3％・89.2％、３月90.5％・97.4％となりまし

た。（数値は速報からの算出です。）

　このような経営環境のなか、当社グループにおいては、2025年１月に

「ゴルフドゥ！オンラインショップ」でご購入時のポイント付与を開始す

るとともに、「ゴルフドゥ！」店舗との会員統合・ポイント共通化を果た

しました。これにより、今まで皆無であったデータの相互活用が、データ

の一元化によって効果的かつ効率的にできるようになり、お客様は店舗と

オンラインショップのどちらでもポイントを貯めてご使用いただけるよう

になりました。なお、会員統合・ポイント共通化というオムニチャネルの

基盤が完成したことで、今後、店舗とオンラインショップが融合する悲願

のオムニチャネル化を加速してまいります。また、「ゴルフドゥ！オンラ

インショップ」は同月にセール機能が搭載され、時間等を限定した価格訴

求が可能となり、コンテンツのバリエーションが充実するとともにサイト

のお得感が向上いたしました。当連結会計年度は、「ＥＣ戦略の強化」方

針のもと、７月に２度目となるリニューアル、９月に新サービス「買替え

割」をスタートしており、「ゴルフドゥ！オンラインショップ」にとって

大きな変革の年となりました。費用面においては、前連結会計年度と比較

し大きく上回っているものとして、パートタイマーの時給改定と人手不足

に対する採用の増加による雑給、クレジットカード及びＥＣモール（楽天

市場、メルカリＳｈｏｐｓ）出店手数料の増加による支払手数料、ＥＣサ

イトの拡大等に伴う保守料、ＥＣサイトの送付用段ボール箱及びパソコン

購入の増加による消耗品費があげられます。

　直営事業においては、「ゴルフドゥ！」直営店は猛暑、大雨など特に夏

場の気候の影響が大きかったものの、一方で冬場は気候が比較的安定して

いた関東地方が中心であったことに加えて、２月の海外メーカー３社の新

製品同日発売効果もあり、第４四半期の売上高は高水準で推移いたしまし
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た。また、当連結会計年度の月別売上高は過去最高となった６月を始めと

して、12ヶ月中９ヶ月が当月売上高の記録を更新しており、その原動力で

あるＥＣ系販売は実店舗の補完機能の域を越えつつあります。なお、当連

結会計年度の同店の売上高前年増減率（当社子会社の運営店舗を含まな

い。）は、全店ベースで5.5％増、既存店ベースで5.7％増となりました。

　フランチャイズ事業においては、「ゴルフドゥ！」フランチャイズ店の

店舗数減少に伴うロイヤリティの減収が続きましたが、既存店においては

販売先行による在庫減少の不安はあるものの、ＥＣ系販売の支えもあって

堅調に推移した１年となりました。なお、当連結会計年度の同店の売上高

前年増減率（当社子会社の運営店舗を含む）は、全店ベースで2.2％減、

既存店ベースで2.9％増となりました。

　当連結会計年度における「ゴルフドゥ！」のオープンは新規が１店舗で

あり、2025年３月31日現在の「ゴルフドゥ！」は、直営23店舗、フランチ

ャイズ45店舗（当社子会社の運営店舗を含む。）、合計68店舗、チェーン

合計の売上高前年増減率は、全店ベース1.4％増、既存店ベース4.2％増と

なりました。

　営業販売事業においては、米国のインフレと円安の状況が続いているこ

とによってＵＳモデルの価格訴求力の低下が続いており、売れ筋となる商

品が減少するとともにその確保も難しい状況が続いております。また、売

れ筋商品を中心に卸売りへの在庫投入が優先される一方で、国内ＥＣモー

ルに出店する「ＧＯＬＦ Ｊ－ＷＩＮＧＳ」は厳しい在庫状況が続いてお

ります。米国子会社は新製品や中古品の小売りが堅調に推移するものの、

日本への卸売り減少が大きく響いております。

　アパレル事業においては、猛暑に対する夏物衣料や気温の低下による防

寒衣料などシーズン品の動きは良かったものの、不安定な気温による客数

の伸び悩みに加えて人員体制が一年を通して安定せず、当連結会計年度の

月別売上高は12ヶ月中８ヶ月が前年同月を下回りました。なお、「シュー

ラルー」のフランチャイズ契約を2025年３月31日付で終了いたしましたた

め、それに伴ってアパレル事業は当連結会計年度で終了となりました。

　以上の結果、当連結会計年度の経営成績は売上高59億17百万円（前連結

会計年度売上高57億73百万円、前連結会計年度比2.5％増）、営業利益28

百万円（前連結会計年度営業損失１百万円）、経常利益37百万円（前連結

－ 8 －
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当事業年度の事業の状況

会計年度経常損失37百万円）、親会社株主に帰属する当期純利益17百万円

（前連結会計年度親会社株主に帰属する当期純損失51百万円）となりました。

　当連結会計年度における事業別の業績は、次のとおりであります。

　直営事業においては、売上高46億24百万円（前連結会計年度売上高43億

36百万円、前連結会計年度比6.6％増）、セグメント利益３億38百万円

（前連結会計年度セグメント利益２億72百万円、同24.2％増）となりました。

　フランチャイズ事業においては、売上高４億44百万円（前連結会計年度

売上高４億64百万円、前連結会計年度比4.1％減）、セグメント利益69百

万円（前連結会計年度セグメント利益39百万円、同77.0％増）となりました。

　営業販売事業においては、売上高９億83百万円（前連結会計年度売上高

10億49百万円、前連結会計年度比6.3％減）、セグメント損失16百万円

（前連結会計年度セグメント利益11百万円）となりました。

　アパレル事業においては、売上高46百万円（前連結会計年度売上高52百

万円、前連結会計年度比10.3％減）、セグメント損失２百万円（前連結会

計年度セグメント利益0.6百万円）となりました。

(2) 設備投資の状況
　　当連結会計年度は、直営店舗の内外装・設備工事、社内ＯＡ機器取得、

新規システム開発などにより総額２億42百万円の設備投資を実行いたし
ました。

(3) 資金調達の状況
　　当連結会計年度中における資金調達は、当社グループの所要資金として

金融機関より長期借入金６億40百万円の調達を行いました。その他増資
等による資金調達はありません。

(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

(6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継
の状況
該当事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。

－ 9 －
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直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

区 分

( 2021年４月～
2022年３月 )

第 35 期

　
( 2022年４月～

2023年３月 )

第 36 期

　
( 2023年４月～

2024年３月 )

第 37 期

　 ( 2024年４月～
2025年３月 )

第 38 期
（当連結会計

年度）

　
売 上 高（千円） 5,731,039 6,058,108 5,773,318 5,917,036

経 常 利 益（千円） 248,513 89,660 △37,543 37,330

親会社株主に帰属
する当期純利益

（千円） 227,860 41,239 △51,155 17,545

１株当たり当期純利益 （円） 90.92 16.45 △20.41 7.00

総 資 産（千円） 3,362,344 3,291,202 3,373,261 3,837,579

純 資 産（千円） 789,769 844,254 801,670 822,899

１株当たり純資産 （円） 304.12 324.87 308.09 311.94

２. 直前３事業年度の財産及び損益の状況

　(1) 企業集団の財産及び損益の状況

（注）１．記載金額は千円未満を切り捨て、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産は銭未

満を四捨五入して表示しております。

２．記載金額頭部の△は損失を示しております。

－ 10 －
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直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

区 分

( 2021年４月～
2022年３月 )

第 35 期

　
( 2022年４月～

2023年３月 )

第 36 期

　
( 2023年４月～

2024年３月 )

第 37 期

　
( 2024年４月～

2025年３月 )

第 38 期
（当事業年度）

　
売 上 高（千円） 4,605,892 4,910,196 4,790,861 5,057,736

経 常 利 益（千円） 224,156 120,178 △36,095 33,851

当 期 純 利 益（千円） 204,320 74,097 △46,345 45,496

１株当たり当期純利益 （円） 81.53 29.56 △18.49 18.15

総 資 産（千円） 3,051,690 3,032,986 3,037,306 3,584,743

純 資 産（千円） 689,728 753,759 681,833 726,374

１株当たり純資産 （円） 264.21 288.77 260.28 273.43

　　(2) 当社の財産及び損益の状況

（注）１．記載金額は千円未満を切り捨て、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産は銭未

満を四捨五入して表示しております。

２．記載金額頭部の△は損失を示しております。

会 社 名 資 本 金
当社の
議決権比率

主 要 な 事 業 内 容

スクエアツウ・ジャパン株式会社
千円

　10,000 100%
ゴルフ用品の小売り及び卸売り
事業

The Golf Exchange,Inc.
US$

 400,000
100%
(100%)

ゴルフ用品の小売り及び卸売り
事業

３. 重要な親会社及び子会社の状況

(1) 親会社の状況

該当事項はありません。

(2) 重要な子会社の状況

（注）議決権比率欄の（　）内は、当社の子会社の占める議決権比率を内数にて表示しております。

－ 11 －
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対処すべき課題

４. 対処すべき課題

　当社グループをとりまく環境は、リユース市場におきましては、物価上昇

に対する生活防衛、環境保護等理由は様々ありますが、リユースへのニーズ

は底堅く、新規参入やＭ＆Ａも一段と進み、市場規模は拡大が続くものと思

われます。ゴルフ用品市場におきましては、市場内競争、他レジャー市場と

の競争は続くものの、市場規模に大きな変化は起こらないものと思われ、値

上げ動向や猛暑、台風等の気候状況が不確定要素になるものと思われます。

　以上のことを踏まえ当社グループにおきましては、「新中期経営計画 

Breakthrough2028（2026年３月期～2028年３月期）」をスタートし、今後、

ゴルフにおけるゴルフドゥ！経済圏の確立を目指してまいります。同計画に

おいては、①ゴルフドゥ！店舗網の更なる拡大 ②オムニチャネル戦略の推

進　③ゴルフ関連商品取り扱いの拡大　④インドアゴルフ練習場の驚異的な

成長の４つを重点施策とし、今までの遅れを一気に挽回するため、初年度を

助走期間として残りの２年間で大きな飛躍を遂げることを描いております。

また、６月に新規事業として無人のインドアゴルフ練習場「ＤＯＤＯ ＧＯ

ＬＦ（ドドゴルフ）」を開始し、事業の多角化による利益の増大を図るとと

もに、ゴルフスクール「ゴルフドゥ！ＳＴＵＤＩＯレッスン＆フィッティン

グ」と併せて物販に偏る事業比率の改善にも努めてまいります。

　事業別の対処すべき課題は次のとおりです。

　直営事業におきましては、「ゴルフドゥ！オンラインショップ」の機能強

化を引き続き進めるとともに、オムニチャネル戦略の推進により「ゴルフド

ゥ！」店舗と併せて底上げを図ってまいります。また、店舗の人員不足解消

に向けて採用の強化及び離職の抑制に取り組んでまいります。

　フランチャイズ事業におきましては、直近の２年間において「ゴルフド

ゥ！」の新規開店が２店舗に止まっていることから、加盟店開拓を重点的に

進めてまいります。また、店舗数の減少を防ぐべく、支援の強化によって既

存店の底上げを図ってまいります。

　営業販売事業におきましては、卸売りの規模拡大を図るため、売れ筋商品

の確保を最優先に取り組むとともに、引き続き米国子会社による米国内向け

小売りの強化にも取り組んでまいります。

－ 12 －
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主要な事業内容、主要な事業所および店舗

事 業 区 分 事 業 内 容

直 営 事 業

ゴルフクラブの小売り及び買取りを行うゴルフリユースショッ
プ「ゴルフドゥ！」の直営店、ゴルフスクール「ゴルフドゥ！
ＳＴＵＤＩＯレッスン＆フィッティング」、ＥＣサイト「ゴル
フドゥ！オンラインショップ」及び「ゴルフウェアユーズド」
並びにＥＣモールに出店する「ゴルフ ドゥ 中古クラブ楽天市
場店」及び「メルカリＳｈｏｐｓ ゴルフドゥ！」の運営

フランチャイズ事業
ゴルフクラブの小売り及び買取りを行うゴルフリユースショッ
プ「ゴルフドゥ！」のフランチャイズチェーン本部の運営及び
新規フランチャイズ加盟店の開拓

営 業 販 売 事 業
ゴルフ用品の卸売り及び国内ＥＣモールに出店する「ＧＯＬＦ 
Ｊ－ＷＩＮＧＳ」の運営

ア パ レ ル 事 業
アパレルの小売りチェーン「シューラルー」のフランチャイズ
店運営

５. 主要な事業内容（2025年３月31日現在）

（注）2025年３月31日付でアパレル事業は終了いたしました。

名　　　　　　　　　称 所 在 地

本社 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目３番１号

ゴルフドゥ！水戸店 茨城県水戸市笠原町1194番８

ゴルフドゥ！ＮＥＸＴ宇都宮鶴田店 栃木県宇都宮市鶴田町字鹿沼道北2043番１

ゴルフドゥ！大宮丸ヶ崎店 埼玉県さいたま市見沼区大字丸ヶ崎995番

ゴルフドゥ！新大宮バイパス浦和店 埼玉県さいたま市桜区町谷一丁目21番１号

ゴルフドゥ！ＮＥＸＴさいたま三室店 埼玉県さいたま市緑区三室1215番１

ゴルフドゥ！深谷店 埼玉県深谷市国済寺町26番６

ゴルフドゥ！草加店 埼玉県草加市北谷一丁目27番21号

ゴルフドゥ！ＮＥＸＴ川越店
（ゴルフドゥ！ＳＴＵＤＩＯ川越併設）

埼玉県川越市山田1652番１

ゴルフドゥ！ＮＥＸＴグローボ蘇我店
（ゴルフドゥ！ＳＴＵＤＩＯグローボ蘇
我併設）

千葉県千葉市中央区川崎町１番34号

ゴルフドゥ！柏店 千葉県柏市若柴２番１号

ゴルフドゥ！成田美郷台店 千葉県成田市美郷台一丁目19番地１

ゴルフドゥ！環七練馬店 東京都練馬区豊玉南二丁目16番３の２

ゴルフドゥ！花小金井店 東京都小平市花小金井三丁目18番２号

ゴルフドゥ！多摩ニュータウン店 東京都八王子市松木33番13

６. 主要な事業所及び店舗（2025年３月31日現在）

　(1) 当社

－ 13 －
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主要な事業内容、主要な事業所および店舗

名　　　　　　　　　称 所 在 地

ゴルフドゥ！横浜町田インター店 東京都町田市鶴間一丁目１番地38

ゴルフドゥ！厚木店 神奈川県厚木市林五丁目７番２号

ゴルフドゥ！イオンタウン加古川店 兵庫県加古川市東神吉町出河原862

ゴルフドゥ！福岡有田店 福岡県福岡市早良区有田６丁目26-３

ゴルフドゥ！春日店 福岡県春日市春日４丁目86

ゴルフドゥ！佐賀北店 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬字坪上古川718番１

ゴルフドゥ！熊本南店 熊本県熊本市南区御幸笛田２丁目12番１号

ゴルフドゥ！菊陽バイパス店 熊本県菊池郡菊陽町津久礼158-12

ゴルフドゥ！東大分店 大分県大分市牧３丁目１番１号

シューラルーイオン栃木店 栃木県栃木市箱森町37-９

西日本営業所 兵庫県神戸市北区上津台九丁目３番１

吉野町物流センター 埼玉県さいたま市北区吉野町二丁目174番地14

武蔵浦和物流センター 埼玉県さいたま市南区内谷６丁目394番17外

　国　内 　スクエアツウ・ジャパン株式会社　 （埼玉県さいたま市）

　海　外 　The Golf Exchange,Inc.　　　　　 （米国カリフォルニア州）

（注）１．2025年３月31日付でシューラルーイオン栃木店を譲渡いたしました。

　　　２．2025年２月28日付でゴルフドゥ！武蔵村山店を移転のため閉店し、2025年４月11日付

でゴルフドゥ！ＮＥＸＴ昭島武蔵野店として開店いたしました。

　　(2) 子会社

－ 14 －
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

直 営 事 業 93（177）名 １名減（22名増）

フ ラ ン チ ャ イ ズ 事 業 ４（０）名 増減なし（増減なし）

営 業 販 売 事 業 15（13）名 １名増（２名減）

ア パ レ ル 事 業 １（３）名 １名減（増減なし）

全 　 社 （ 共 通 ） 13（３）名 １名減（増減なし）

合　　　　　計 126（196）名 ２名減（20名増）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

115（190）名 ２名減（19名増） 39.4歳 ８年２ヶ月

７. 使用人の状況（2025年３月31日現在）

　(1) 企業集団の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）に年間の平均人員を外数で

記載しております。

　　　２. 管理部門に所属している使用人は事業区分に該当しないため、全社（共通）として記

載しております。

　(2) 当社の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含

んでおります。）であり、パート及び嘱託社員は（　）に年間の平均人員を外数で記

載しております。

２. 平均年齢は小数点第２位以下を切り捨てております。

（単位：千円）

借 入 先 借 入 額

株式会社埼玉りそな銀行 805,330

株式会社足利銀行 286,664

株式会社商工組合中央金庫 208,100

株式会社武蔵野銀行 201,647

朝日信用金庫 100,000

株式会社東日本銀行 86,640

株式会社みずほ銀行 50,000

飯能信用金庫 50,000

株式会社常陽銀行 46,688

株式会社徳島大正銀行 40,024

８. 主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）

９. その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。

－ 15 －
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株式の状況

(1) 発行可能株式総数 8,800,000株

(2) 発行済株式総数 2,605,642株

株 主 名
持 株 数

(株)
持株比率
(％)

松 田 芳 久 792,400 31.61

佐 藤 智 之 170,500 6.80

楠 木 哲 也 121,400 4.84

伊 東 龍 也 95,900 3.82

株式会社アクシスパートナーズ 48,400 1.93

竹 田 　 慎 40,000 1.59

石 川 清 幸 27,000 1.07

若 　 杉 　 精 三 郎 27,000 1.07

フ ォ ー ク 株 式 会 社 26,400 1.05

今 井 み き 26,000 1.03

Ⅱ. 会社の現況

１. 株式の状況　（2025年３月31日現在）

(3) 株主数　　　　　　　　　　　　　　　　4,278名

(4) 大株主（上位10名）

（注）１. 当社は自己株式を99,200株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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地 位 氏 名 担 当 又 は 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 松 田 芳 久 ｽｸｴｱﾂｳ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社　代表取締役社長

代 表 取 締 役 社 長 佐 久 間 　 　 　 功
ｽｸｴｱﾂｳ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社  取締役
The Golf Exchange,Inc. 取締役

取 締 役 島 田 知 子
弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所ﾊﾟｰﾄﾅｰ
ﾍﾞｰｽ株式会社　社外取締役（監査等委員）

取 締 役
（常勤監査等委員）

小 澤 幸 乃

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

志 村 孝 典

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

西 野 秀 明 司法書士まめの木事務所 代表

２. 会社役員の状況

　(1) 取締役の状況（2025年３月31日現在）

（注）１. 取締役 島田知子氏並びに監査等委員である取締役 志村孝典氏及び西野秀明氏は、社

外取締役であります。

２. 取締役 島田知子氏並びに監査等委員である取締役 志村孝典氏及び西野秀明氏は、名

古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

３. 取締役 島田知子氏及び監査等委員である取締役 西野秀明氏は、以下のとおり、法律

に関する相当程度の知見を有しております。

　　・取締役 島田知子氏は、弁護士の資格を有しております。

　　・監査等委員である取締役 西野秀明氏は、司法書士の資格を有しております。

４. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、日常的な情報収集及び重要な社内会

議への出席による情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能

にするため、小澤幸乃氏を2021年10月１日付で常勤の監査等委員として選定しており

ます。

　(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社は、取締役 島田知子氏並びに監査等委員である取締役 小澤幸乃

氏、志村孝典氏及び西野秀明氏との間で、会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結してお

ります。

　　　　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定

　　　める最低責任限度額としております。
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　(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　　　　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約

を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は

当社及び子会社の取締役及び監査役並びにそれらの相続人であり、被保険

者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者は職務執

行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによ

って生ずる損害を塡補されることとなります。

　　　　ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするた

め、故意又は重過失に起因する損害賠償請求の場合には塡補の対象としな

いこととしております。

　(4) 取締役の報酬等

　①　役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　　　　当社は、2024年３月25日開催の取締役会において、役員の報酬等の内容

についての決定に関する方針を決議しております。

　　　イ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容

についての決定に関する方針の内容は次のとおりです。

　　　　Ａ．基本方針

　　　　　　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、ＡからＦま

で「取締役」という。）の報酬は、金銭報酬と自社株報酬で構成さ

れるものとし、当社の中長期的な成長と企業価値の増大を目指すに

あたって、各事業年度における業績の向上を図るうえでインセンテ

ィブとして有効に機能し、業績拡大のコミットメントを高めること

を目的とする。また、その決定プロセスの妥当性及び客観性を確保

するものとし、個々の取締役の報酬は、各職責を踏まえた適正な水

準とすることを基本として決定する。金銭報酬については、株主総

会で決議がなされた報酬限度額の枠内で、月額固定報酬としての基

本報酬及び社外取締役を除く取締役のインセンティブ報酬（賞与）

としての業績連動報酬とし、自社株報酬については業績連動型スト

ックオプション及び株主総会で決議がなされた株式報酬型ストック

オプションを基本とする。なお、当社は本決定方針制定時点におい

て、業績連動型ストックオプションを導入していないが、今後、以

下の方針を基に、業績連動型ストックオプションの導入の検討を行

うものとする。

　　　　Ｂ．基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与え

　　　　　　る時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

　　　　　　当社の取締役の基本報酬は、金銭による月額の固定報酬とする。基

本報酬の金額は、役位、職責、在任年数、世間水準及び当社業績等

を考慮しながら総合的に勘案し、取締役会において決定するものと

する。
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　　　　Ｃ. 業績連動報酬に係る業績指標の内容及び業績連動報酬の額の算定方

式の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関す

る方針を含む。）

　　　　　　業績連動報酬は、事業年度の業績に応じたものとし、基本報酬と合

わせて株主総会で決議がなされた報酬限度額の枠内において、定時

株主総会後に賞与として金銭で支給する。なお、業績連動報酬は支

給率（業績連動係数）が100％のときに基本報酬の15％相当額とな

り、各事業年度の目標値（業績指標）に対する達成度合い（以下、

ａという。）と前年度実績に対する比率（以下、ｂという。）を算

出し、それに応じて算定された額を支給するものとする。

　　　　　　業績指標については以下のとおりとする。

　　　　　　ａ：売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の単年度目標に対す

る達成率

　　　　　　ｂ：売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の前年度実績に対す

る比率

　　　　　　ａの目標値は従業員と共通の数値設定とする。その数値は全社一丸

で目指す目標として一定の妥当性・納得性を考慮し、公表される業

績予想とは異なるものとなる場合がある。なお、経営会議での審

議、取締役会での承認のもとに決定することで、その決定プロセス

の客観性及び透明性を確保することとする。

　　　　　　支給率の算定にあたっては、事業年度ごとの会社業績向上に対する

意識を高めるため、以下の手順にて行うものとする。ただし、ａの

営業利益目標、経常利益目標、当期純利益目標のいずれかがマイナ

スの場合は、支給はしないものとする。また、ｂの前年度営業利

益、前年度経常利益、前年度当期純利益のいずれかがマイナスの場

合は、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益を全て、当事業年

度実績との対比が可能な直近事業年度の実績に変更し算定に用いる。

　　　　　　Ⅰ　ａ、ｂを業績指標ごとに算出する。

　　　　　　Ⅱ　Ⅰに所定のウエイト率を乗じた数値を合算する。

　　　　　　Ⅲ　Ⅱからａ、ｂそれぞれの業績連動係数を0％～250％の範囲で決

定する。

　　　　　　Ⅳ　ａ、ｂのⅢを合算し２で除する。

　　　　　　Ⅴ　基本報酬の15％相当の額にⅣを乗じて算定する。
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指標 ウエイト率

売上高 40%

営業利益 30%

経常利益 20%

当期純利益 10%

ａ目標達成率 120％以上
115％以上 110％以上 105％以上 100％以上 95％以上 90％以上

90％未満
120％未満 115％未満 110％未満 105％未満 100％未満 95％未満

業績連動係数 250% 225% 200% 150% 100% 75% 50% 0%

ｂ前年度実績比率 200％以上
180％以上 160％以上 140％以上 120％以上 110％以上 100％以上

100％未満
200％未満 180％未満 160％未満 140％未満 120％未満 110％未満

業績連動係数 250% 225% 200% 150% 100% 75% 50% 0%

業績指標

業績連動係数

　　　　Ｄ．自社株報酬の内容及び額もしくは数又はその算定方式の決定に関す

る方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含

む。）

　　　　　　自社株報酬は、業績連動型ストックオプション及び株主総会で決議

がなされた株式報酬型ストックオプションとする。業績連動型スト

ックオプションの算定に際しては、役位に応じて設定した付与数に

つき、あらかじめ定める利益目標の達成で新株予約権を行使できる

ものとする。株主総会で決議がなされた株式報酬型ストックオプシ

ョンは、株主総会で決議がなされた範囲内で、前記Ｂ．の事項を総

合的に勘案した上で付与し、当社の取締役の地位を喪失した日の翌

日から10日以内に限り新株予約権を行使できるものとする。

　　　　Ｅ．基本報酬の額又は自社株報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に

　　　　　　対する割合の決定に関する方針

　　　　　　取締役の種類別の報酬割合については、役位、職責、在任年数、世

間水準及び当社の業績状況等を総合的に勘案して設定するものと

し、基本報酬と業績連動報酬の比率の目安は、業績連動係数が最も

高い場合である250％において10：3.75とする。

　　　　Ｆ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項

　　　　　　取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を委

任する場合は、次の事項に基づくものとする。

　　　　　ａ．第三者に委任することとする場合における委任を受ける者の氏名

並びに地位及び担当

取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会において、

当社代表取締役の決定に一任するものとする。
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　　　　　ｂ．委任権限の内容

代表取締役は、取締役の個人別の報酬の額を決定するにあたり、

取締役の職責、経営指標に関する数値目標に対する達成度、非財

務的な観点を含む経営目標に対する達成度及び当社の業績状況等

を総合的に勘案し、基本報酬の金額を決定するものとする。

　　　　　ｃ．委任理由

各取締役の担当業務に広く関与でき、当社の業績状況を俯瞰的に

判断できる立場にあることから、代表取締役に委任するものとする。

　　　　　ｄ．権限の適切な行使のための措置の内容

代表取締役は、当該権限が適切に行使されるよう、社外取締役と

決定プロセスの確認及び意見交換を行い、かつその意見を踏まえ

て決定するものとする。

　　　ロ．監査等委員である取締役の報酬等の内容についての決定に関する方針

の内容は次のとおりです。

　　　　　当社の監査等委員である取締役の報酬は金銭報酬とし、個人別の報酬

　　　　　の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方

　　　　　針とする。金銭報酬は、株主総会で決議がなされた報酬限度額の枠内

　　　　　で、月額の固定報酬を基本報酬とする。基本報酬の金額は、業務執行

　　　　　に対する監査の実効性確保を最重要視し、独立した立場である監査等

　　　　　委員としての職責、非財務的な観点での経営に対する監督面から総合

　　　　　的に勘案し、監査等委員会において決定するものとする。なお、監査

　　　　　等委員の個別の報酬等の決定は、監査等委員の全員の同意を要するも

　　　　　のとする。

②　取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

　イ．委任を受けた者の氏名並びに地位及び担当

当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容については、2024

年６月27日開催の取締役会において、当社代表取締役会長である松田

芳久氏の決定に一任しております。

　ロ．委任権限の内容

代表取締役会長は、取締役の個人別の報酬の額を決定するにあたり、

取締役の職責、経営指標に関する数値目標に対する達成度、非財務的

な観点を含む経営目標に対する達成度及び当社の業績状況等を総合的

に勘案し、基本報酬の金額を決定しております。
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　ハ．委任理由

各取締役の担当業務に広く関与でき、当社の業績状況を俯瞰的に判断

できる立場にあることから、代表取締役会長に委任しております。

　ニ．権限の適切な行使のための措置の内容

代表取締役会長は、当該権限が適切に行使されるよう、社外取締役と

決定プロセスの確認及び意見交換を行い、かつその意見を踏まえ決定

しております。

以上のことから、取締役会は代表取締役会長による取締役の個人別の

報酬等の内容は、決定に関する方針に沿うものであると判断しており

ます。
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区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬
業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取締役
（うち社外取締役）

53,569
(1,800)

42,000
(1,800)

－
(－)

11,569

(－)
3

(1)

取締役
(監査等委員)

(うち社外取締役)

6,000
(2,400)

6,000
(2,400)

－
(－)

－
(－)

3
(2)

合計
(うち社外取締役)

59,569
(4,200)

48,000
(4,200)

－
(－)

11,569

(－)
6

(3)

　③　当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１．非金銭報酬等の内容は、第11回新株予約権に係る株式報酬費用です。

　　　２．2022年６月25日開催の第35期定時株主総会において決議された、取締役（監査等委員

であるものを除く。）の役員報酬額（基本報酬）は年額３億円以内（うち社外取締役

年額2,000万円以内）です（使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）。当該

株主総会終結時点の取締役の員数は、３名（うち社外取締役１名）です。なお、定款

が定める取締役（監査等委員であるものを除く。）の員数は６名以内です。

　　　３．2015年６月26日開催の第28期定時株主総会において決議された、監査等委員である取

締役の役員報酬額（基本報酬）は年額2,000万円以内です。当該株主総会終結時点の監

査等委員である取締役の員数は、３名（うち社外取締役２名）です。なお、定款が定

める監査等委員である取締役の員数は３名以上です。

 ４．2022年６月25日開催の第35期定時株主総会において決議された株式報酬額は、基本報

酬額とは別枠で、取締役（監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。）に対する

報酬等として年額１億5,000万円の範囲内で株式報酬型ストックオプションとして新株

予約権を割り当てるものです。また、新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失し

た日の翌日から10日以内に限り新株予約権を行使できるものとする等、新株予約権の

行使の条件については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定

める旨のご承認をいただいております。当該株主総会終結時点の対象となる取締役の

員数は、２名です。

　　　５．当社は、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を含む。）に対して、賞与　　　　　

は支給しておりません。

　　　６．当社役員には、連結報酬等（連結子会社の役員としての報酬等を含む。）の総額が１　　　　　

億円以上である者はおりません。
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会社役員の状況

出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役
島　田　知　子

当事業年度に開催された取締役会16回のうち13回に出席いた

しました。弁護士としての専門的見地から意見を述べるな

ど、取締役会における妥当性・適正性の確保、コンプライア

ンス及びリスク管理に関する的確な助言・提言を行っており

ます。

社外取締役（監査等委員）
志　村　孝　典

当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回に、また、

監査等委員会14回のうち13回に出席いたしました。当社にお

ける長年の社外監査役及び監査等委員である社外取締役とし

ての見地から意見を述べるなど、取締役会における妥当性・

適正性の確保、業務執行に対する監督、的確な提言を行って

おります。また、監査等委員会において、監査機能に関する

発言を適宜行っております。

社外取締役（監査等委員）
西　野　秀　明

当事業年度に開催された取締役会16回の全てに、また、監査

等委員会14回のうち13回に出席いたしました。司法書士とし

ての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会における妥

当性・適正性の確保、業務執行に対する監督、的確な提言を

行っております。また、監査等委員会において、コンプライ

アンスに関する発言を適宜行っております。

　(5) 社外役員に関する事項

　　① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　　　　・社外取締役 島田知子氏は、弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所のパー

トナー及びベース株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。

各兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

　　　　・社外取締役（監査等委員） 西野秀明氏は、司法書士まめの木事務所

代表であります。兼職先と当社との間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況、会社の支配に関する基本方針

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 19,500千円

当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額

19,500千円

３. 会計監査人の状況
(1) 名      称 監査法人和宏事務所

(2) 報酬等の額

　（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんの

で、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載し

ております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬

見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、

会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

　(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会

が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監

査等委員が解任した旨と解任の理由を報告します。

　なお、当社の監査等委員会は、会計監査人の継続監査年数等を勘案しま

して、不再任が妥当と判断した場合は、会計監査人の不再任に関する株主

総会提出議案の内容を決定いたします。

　(4) 責任限定契約の内容の概要

　当社と会計監査人監査法人和宏事務所は、会社法第427条第１項の規定

に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して

おります。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定

める最低責任限度額としております。

４. 会社の支配に関する基本方針

特に定めておりません。
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連結貸借対照表

（2025年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 2,974,627 流 動 負 債 1,992,954

現 金 及 び 預 金 891,717 買 掛 金 429,950

売 掛 金 346,039 短 期 借 入 金 900,000

商 品 1,654,364 １年内返済予定の長期借入金 266,640

未収還付法人税等 375 未 払 法 人 税 等 36,080

そ の 他 82,396 賞 与 引 当 金 28,135

貸 倒 引 当 金 △ 266 ポ イ ン ト 引 当 金 25,256

固 定 資 産 862,952 株 主 優 待 引 当 金 19,578

有 形 固 定 資 産 286,180 そ の 他 287,313

建 物 及 び 構 築 物 227,625 固 定 負 債 1,021,726

工 具 器 具 備 品 29,108 長 期 借 入 金 708,453

建 設 仮 勘 定 29,447 退職給付に係る負債 181,373

無 形 固 定 資 産 316,496 資 産 除 去 債 務 80,570

ソ フ ト ウ ェ ア 290,320 そ の 他 51,329

ソフトウェア仮勘定 20,818 負 債 合 計 3,014,680

の れ ん 3,130 純 資 産 の 部

そ の 他 2,226 株 主 資 本 668,544

投資その他の資産 260,274 資 本 金 515,838

投 資 有 価 証 券 49,766 資 本 剰 余 金 169,240

長 期 貸 付 金 36,083 利 益 剰 余 金 81,672

敷 金 及 び 保 証 金 164,369 自 己 株 式 △ 98,208

繰 延 税 金 資 産 27,658 その他の包括利益累計額 113,316

そ の 他 20,647 その他有価証券評価差額金 24,496

貸 倒 引 当 金 △ 38,251 為替換算調整勘定 88,820

新 株 予 約 権 41,038

純 資 産 合 計 822,899

資 産 合 計 3,837,579 負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,837,579

連 結 貸 借 対 照 表

（記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。）
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連結損益計算書

（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 5,917,036

売 上 原 価 3,665,008

売 上 総 利 益 2,252,027

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,223,502

営 業 利 益 28,524

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 5,118

受 取 手 数 料 5,329

助 成 金 収 入 10,163

そ の 他 4,094 24,705

営 業 外 費 用

支 払 利 息 15,380

為 替 差 損 92

そ の 他 425 15,898

経 常 利 益 37,330

特 別 利 益

移 転 補 償 金 60,597 60,597

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0

減 損 損 失 28,282

店 舗 閉 鎖 損 失 4,035

そ の 他 3,067 35,386

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 62,542

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 29,155

法 人 税 等 調 整 額 15,841 44,996

当 期 純 利 益 17,545

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 17,545

連 結 損 益 計 算 書

（記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。）
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連結株主資本等変動計算書

（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当期首残高 515,838 169,240 76,659 △ 98,208 663,530

当期変動額

剰余金の配当 △ 12,532 △ 12,532

親会社株主に帰属する
当期純利益

17,545 17,545

株主資本以外の項目の当期
変動額(純額)

当期変動額合計 － － 5,013 － 5,013

当期末残高 515,838 169,240 81,672 △ 98,208 668,544

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当期首残高 18,476 90,201 108,678 29,461 801,670

当期変動額

剰余金の配当 △ 12,532

親会社株主に帰属する
当期純利益

17,545

株主資本以外の項目の当期
変動額(純額)

6,019 △ 1,380 4,638 11,577 16,215

当期変動額合計 6,019 △ 1,380 4,638 11,577 21,229

当期末残高 24,496 88,820 113,316 41,038 822,899

連結株主資本等変動計算書

　（記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。）
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貸借対照表

（2025年３月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 2,560,082 流 動 負 債 1,851,766

現 金 及 び 預 金 720,276 買 掛 金 317,586

売 掛 金 263,830 短 期 借 入 金 900,000

商 品 1,473,186 １年内返済予定の長期借入金 266,640

そ の 他 102,789 未 払 法 人 税 等 34,330

固 定 資 産 1,024,661 賞 与 引 当 金 25,346

有 形 固 定 資 産 283,739 ポ イ ン ト 引 当 金 25,256

建 物 202,273 株 主 優 待 引 当 金 19,578

そ の 他 81,466 そ の 他 263,027

無 形 固 定 資 産 316,496 固 定 負 債 1,006,603

ソ フ ト ウ ェ ア 290,320 長 期 借 入 金 708,453

ソフトウェア仮勘定 20,818 退 職 給 付 引 当 金 179,670

の れ ん 3,130 資 産 除 去 債 務 78,179

そ の 他 2,226 そ の 他 40,300

投 資 そ の 他 の 資 産 424,425 負 債 合 計 2,858,369

関 係 会 社 株 式 214,856 純 資 産 の 部

長 期 貸 付 金 36,083 株 主 資 本 685,335

敷 金 及 び 保 証 金 161,608 資 本 金 515,838

繰 延 税 金 資 産 29,480 資 本 剰 余 金 169,240

そ の 他 18,479 資 本 準 備 金 9,717

貸 倒 引 当 金 △ 36,083 そ の 他 資 本 剰 余 金 159,523

利 益 剰 余 金 98,464

利 益 準 備 金 5,012

そ の 他 利 益 剰 余 金 93,451

繰 越 利 益 剰 余 金 93,451

自 己 株 式 △ 98,208

新 株 予 約 権 41,038

純 資 産 合 計 726,374

資 産 合 計 3,584,743 負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,584,743

貸　借　対　照　表

（記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。）
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損益計算書

（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）
（単位：千円）

売 上 高 5,057,736

売 上 原 価 3,009,919

売 上 総 利 益 2,047,816

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,043,641

営 業 利 益 4,175

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 740

受 取 手 数 料 40,487

そ の 他 4,098 45,326

営 業 外 費 用

支 払 利 息 15,261

為 替 差 損 21

そ の 他 366 15,649

経 常 利 益 33,851

特 別 利 益

移 転 補 償 金 60,597 60,597

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0

店 舗 閉 鎖 損 失 4,035

そ の 他 3,067 7,103

税 引 前 当 期 純 利 益 87,346

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 25,725

法 人 税 等 調 整 額 16,124 41,850

当 期 純 利 益 45,496

損　益　計　算　書

（記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。）
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株主資本等変動計算書

（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）
（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他

利益剰余金
利益剰余金

合計
繰越

利益剰余金

当期首残高 515,838 9,717 159,523 169,240 3,759 61,740 65,500

当期変動額

剰余金の配当 △ 12,532 △ 12,532

剰余金の配当に伴う

  利益準備金の積立
1,253 △ 1,253 －

当期純利益 45,496 45,496

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － 1,253 31,710 32,963

当期末残高 515,838 9,717 159,523 169,240 5,012 93,451 98,464

株主資本

新株予約権 純資産合計

自己株式
株主資本

合計

当期首残高 △ 98,208 652,371 29,461 681,833

当期変動額

剰余金の配当 △ 12,532 △ 12,532

剰余金の配当に伴う

  利益準備金の積立
－ －

当期純利益 45,496 45,496

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
－ 11,577 11,577

当期変動額合計 － 32,963 11,577 44,540

当期末残高 △ 98,208 685,335 41,038 726,374

株主資本等変動計算書

（記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。）
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年５月15日
　
株式会社　ゴルフ・ドゥ

取締役会　御中
　

監 査 法 人 和 宏 事 務 所
東京都千代田区

　
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大 塚 尚 吾

業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 澤 公 一
　
監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ゴルフ・ドゥの2024年４月１日

から2025年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、株式会社ゴルフ・ドゥ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係
る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容
を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 32 －
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連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立

場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す

る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理

的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に

関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して

重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要

な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事

項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査

証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能

性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び

内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す

る。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ

適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関し

て責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその

他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除

去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ

ガードを適用している場合はその内容について報告を行う 。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書

2025年５月15日
　
株式会社　ゴルフ・ドゥ

取締役会　御中
　

監 査 法 人 和 宏 事 務 所
東京都千代田区

　
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大 塚 尚 吾

業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 澤 公 一
　
監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ゴルフ・ドゥの2024年４

月１日から2025年３月31日までの第38期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）
について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容
を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場

から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可

能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見

込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関

連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重

要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め

られる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不

確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基

づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内

容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその

他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除

去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ

ガードを適用している場合はその内容について報告を行う 。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第38期事業

年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果に

ついて以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事

項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体

制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運

用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を

表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部

監査部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ

の職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重

要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産

の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役

及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社か

ら事業の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人

から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社

計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」

（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応

じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い

たしました。

監査等委員会の監査報告
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２. 監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を

正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反

する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取

締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人監査法人和宏事務所の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

（３）連結計算書類の監査結果

会計監査人監査法人和宏事務所の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

2025年５月19日

株式会社ゴルフ・ドゥ　監査等委員会

常勤監査等委員 小 澤 幸 乃 ㊞

監 査 等 委 員 志 村 孝 典 ㊞

監 査 等 委 員 西 野 秀 明 ㊞
　

（注）監査等委員 志村孝典及び西野秀明は、会社法第２条第15号及び第331

条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上

－ 37 －
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剰余金の配当の件

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の配当の件

　　当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと位置付けて

おります。

　　当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案い

たしまして、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

　　(1) 配当財産の種類

　　　　金銭といたします。

　　(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　　　　当社普通株式１株につき金５円　　総額12,532,210円

　　(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

　　　　2025年６月30日

－ 38 －
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取締役（監査等委員であるものを除く。）選任の件

候補者
番　号

ふ  り  が  な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

１

まつ

松

 

 

 

　
だ

田

 

 

 

　
よし

芳

 

 

 

　
ひさ

久

(1958年８月21日生)

1986年11月　有限会社ボックスグループ

            代表取締役

1987年９月　有限会社プラスワン代表取締役

1989年２月　有限会社ボックスグループを

　　　　　  株式会社へ改組、 代表取締役

1996年９月　スタアダイレクト株式会社取締役

2000年４月　有限会社プラスワンを

            株式会社ゴルフ・ドゥへ改組、

　　　　　  代表取締役

2005年４月　当社取締役会長

2010年５月　スクエアツウ・ジャパン株式会社

            取締役

2015年10月　株式会社サワン代表取締役

2021年４月　当社代表取締役会長（現任）

　　　　　  スクエアツウ・ジャパン株式会社

 　　　　　 代表取締役社長（現任）

792,400株

（重要な兼職の状況）

　スクエアツウ・ジャパン株式会社

　代表取締役社長

【取締役候補者とした理由】
同氏は、当社設立以来の豊富な業務経験と経営全般に関する知識を有するとともに、
当社取締役として強いリーダーシップを発揮し、長年にわたり当社の成長に貢献して
まいりました。その実績と経験から、引き続き取締役候補者といたしました。

第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件

　取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案において同じ。）全員

（３名）は、本総会終結の時をもちまして任期満了となります。つきまして

は、取締役３名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査等委員会から特段の意見はございません

でした。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 39 －
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取締役（監査等委員であるものを除く。）選任の件

候補者
番　号

ふ  り  が  な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

２

さ

佐

 

 
く

久

 

 
ま

間

 

　

 

 

 

　

 

　
いさお

功

(1974年12月16日生)

2000年６月　株式会社アサヒトレーディング入社

2002年６月　当社入社

2007年２月　当社直営事業本部長

2013年４月　当社執行役員

2016年６月　当社取締役

　　　　　  スクエアツウ・ジャパン株式会社

            取締役（現任）

2021年４月　当社代表取締役社長（現任）

            The Golf Exchange,Inc.取締役（現任）

13,000株

（重要な兼職の状況）

スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役

The Golf Exchange,Inc.取締役

【取締役候補者とした理由】
同氏は、営業活動に関する豊富な経験と幅広い知識を有し、長年にわたり直営事業に
おいて当社の成長に貢献するとともに、第35期からは代表取締役社長として当社を牽
引してまいりました。その実績と経験から、引き続き取締役候補者といたしました。

３

しま

島

 

 

 

 

 

 
だ

田

 

 

 

 

 

 
ち

知

 

 

 

 

 

 
こ

子

(1974年８月24日生)

2000年10月　弁護士登録（東京弁護士会）

　　　　　  森綜合法律事務所

　　　　　  （現森・濱田松本法律事務所）入所

2007年１月　内閣官房司法制度改革推進室任官

2009年９月　弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所入所

2010年１月　同事務所パートナー（現任）

2022年３月　ベース株式会社社外取締役

　　　　　  ［監査等委員］（現任）

2022年６月　当社社外取締役（現任）

－

（重要な兼職の状況）

弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所パートナー

  ベース株式会社社外取締役［監査等委員］

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
同氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は弁護士資格を有し、特にコンプライア
ンス・リスク管理の高度な専門知識と幅広い知見を有しており、当該知見を活かして
専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び、客観
的・中立的立場で当社の経営に関する決定について関与いただくことを期待したため
であります。
なお、同氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験
はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行すること
ができるものと判断しております。

－ 40 －
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取締役（監査等委員であるものを除く。）選任の件

（注）１．各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。

２．島田知子氏は社外取締役候補者であり、現在、当社の社外取締役でありますが、同氏

の在任期間は本総会終結の時をもって３年であります。また、当社は、同氏を名古屋

証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏の

再任が承認された場合には、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

３．候補者である松田芳久氏は、2021年７月26日開催の取締役会決議による新株予約権

（第８回新株予約権）、2022年５月19日開催の取締役会決議による新株予約権（第10

回新株予約権）、2024年５月20日開催の取締役会決議による新株予約権（第11回及び

第12回新株予約権）及び2024年８月26日開催の取締役会決議による新株予約権（第13

回新株予約権）を保有しております。また、候補者である佐久間功氏は、2024年５月

20日開催の取締役会決議による新株予約権（第12回新株予約権）及び2024年８月26日

開催の取締役会決議による新株予約権（第13回新株予約権）を保有しており、新株予

約権の数は両氏合計で3,200個（320,000株）となります。本新株予約権につきまして

は、本第38期定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面

交付請求による交付書面に記載しない事項）新株予約権等の状況をご参照ください。

４．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結しており、当社取締役を含む被保険者の職務執行に関し責任を負うこと又

は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害が当該保険契約によっ

て塡補されることとなります（ただし、故意又は重過失に起因する損害賠償請求の場

合を除く。）。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険

者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定し

ております。

５．当社は、島田知子氏と、会社法第423条第１項の賠償責任について、同法第425条第１

項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。な

お、同氏の再任が承認された場合は、同氏と当該契約を継続する予定であります。

－ 41 －
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監査等委員である取締役選任の件

候補者
番　号

ふ  り  が  な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

１

お

小 

 

　
ざわ

澤 

 

　
ゆき

幸 

 

　
の

乃

(1955年４月25日生)

1986年11月 有限会社ボックスグループ入社

1993年12月 株式会社ボックスグループ取締役

2000年４月 当社取締役

2000年９月 当社常勤監査役

2015年６月 当社取締役［監査等委員］

2021年10月　当社取締役［常勤監査等委員］

（現任）

12,000株

【取締役候補者とした理由】

同氏は、当社において常勤監査役及び監査等委員である取締役として、加えて監査等

委員会設置会社移行時からの監査等委員会委員長として監査活動に関する豊富な経験

と知見を有し、長年にわたり当社の成長に貢献してまいりました。その実績と経験か

ら、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。

２

し

志 

 

　
むら

村 

 

　
たか

孝 

 

　
のり

典

(1959年２月19日生)

1988年９月 株式会社水上三洋商会入社

2000年９月 当社社外監査役

2015年６月 当社社外取締役［監査等委員］

（現任）

7,800株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

同氏を社外取締役候補者とした理由は、当社において長年にわたる監査役及び監査等

委員である取締役の経験と知見が、当社の取締役会の実効性向上及び業務執行に対す

る監督、助言等に資するものと期待したためであります。

また、同氏が選任された場合は、監査機能の強化・充実に関し独立した立場から関与

していただく予定です。

なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験は

ありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できる

ものと判断しております。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

　　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもちまして任期

満了となります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願い

するものであります。

　　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

　　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 42 －
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監査等委員である取締役選任の件

候補者
番　号

ふ  り  が  な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

３

にし

西 

 

　
の

野 

 

　
ひで

秀 

 

　
あき

明

(1979年８月８日生)

2007年４月　太陽誘電株式会社入社

2015年７月 司法書士まめの木事務所開業、

代表（現任）

2023年６月　当社社外取締役［監査等委員］

（現任）

－

（重要な兼職の状況）

司法書士まめの木事務所代表

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

同氏を社外取締役候補者とした理由は、司法書士として法務に関する相当程度の知見

を有しており、司法書士事務所の代表としても、数多くの企業の法務について経験を

有していることから、法務について専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、

助言等をいただくことを期待したためであります。

また、同氏が選任された場合は、法務・コンプライアンスに関し独立した立場から関

与していただく予定です。

なお、同氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験

はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行でき

るものと判断しております。

（注）１．各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。

　　　２．志村孝典氏及び西野秀明氏は、社外取締役候補者であり、現在、当社の監査等委員で

ある社外取締役であります。志村孝典氏の在任期間は本総会終結の時をもって10年で

あり、同氏は過去に当社の業務執行者でない役員（社外監査役）でありました。西野

秀明氏の在任期間は本総会終結の時をもって２年であります。また、当社は、両氏を

名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、

両氏の再任が承認された場合には、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

３．当社は、小澤幸乃氏、志村孝典氏及び西野秀明氏と、会社法第423条第１項の賠償責

任について、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定

契約を締結しております。なお、三氏の再任が承認された場合は、三氏と当該契約を

継続する予定であります。

４．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結しており、当社の監査等委員である取締役を含む被保険者の職務執行に関

し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害が

当該保険契約によって塡補されることとなります（ただし、故意又は重過失に起因す

る損害賠償請求の場合を除く。）。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任

した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時

においても同内容での更新を予定しております。

－ 43 －



2025/06/02 20:50:57 / 24178553_株式会社ゴルフ・ドゥ_招集通知_電子提供措置用

補欠の監査等委員である取締役選任の件

ふ  り  が  な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

えん

遠 

 

　
どう

藤 

 

　
けい

恵 

 

　
こ

子

(1965年７月24日生)

2002年10月 司法書士遠藤事務所開設

代表（現任）

2007年５月 埼玉司法書士会理事

2015年５月 埼玉司法書士会綱紀調査委員

2023年10月　日本司法書士会連合会総務委員（現任）
－

（重要な兼職の状況）

司法書士遠藤事務所代表

日本司法書士会連合会総務委員

【補欠の社外取締役候補者とした理由及び役割の概要】

同氏を補欠の社外取締役候補者とする理由は、司法書士としての知見と経験を有し、司法書士

事務所の代表としても、数多くの企業の法務について経験を有していることから、その専門的

見地が当社の監査体制に有用と考えたためであります。また、同氏が選任され就任した場合

は、法務・コンプライアンスに関し独立した立場から関与していただく予定です。

なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取

締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　　監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、

補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。

　　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

　　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）１．候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。

　　　２．遠藤恵子氏は補欠の社外取締役候補者であります。なお、同氏が監査等委員である取

締役に就任した場合、当社は、同氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員とし

て指定し、同取引所に届け出る予定であります。

　　　３．当社は、遠藤恵子氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、会社法第423条

　　第１項の賠償責任について、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とす

　　る旨の責任限定契約を締結する予定であります。

　　　４．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

　　　　　の間で締結しており、当社の監査等委員である取締役を含む被保険者の職務執行に関

　　　　　し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害が

　　　　　当該保険契約によって塡補されることとなります（ただし、故意又は重過失に起因す

　　　　　る損害賠償請求の場合を除く。）。遠藤恵子氏が監査等委員である取締役に就任した

　　　　　場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険

契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以　上

－ 44 －
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地図

・当日ご出席いただいた際にサポートが必要な株主様は、会場スタッフへお

声がけください。

・本総会は、ご出席いただいた株主様への「お土産」はございません。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

株主総会会場ご案内図

会　場：埼玉県さいたま市中央区新都心三丁目２番

ザ マーク グランド ホテル

４Ｆ　ＴＨＥ ＭＡＲＫ ＲＯＯＭ（ザ・マークルーム）

ＴＥＬ：０４８－６０１－１１１１（代表）
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ＪＲ京浜東北線・宇都宮線・高崎線「さいたま新都心駅」下車　徒歩約10分

ＪＲ埼京線「北与野駅」下車　徒歩約15分
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